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              厚生労働省保険局医療介護連携政策課 
 
 
 
「医療提供体制設備整備交付金実施要領」に関するＱ＆Ａ（その８）について 

 
 
 
 「医療提供体制設備整備交付金の実施について」（令和２年７月３日保連発 0703
第１号）の別紙「医療提供体制設備整備交付金実施要領」に関して、別添のとおり

Ｑ＆Ａ（その８）を作成しましたので、貴基金におかれましては、内容を御了知の

上、関係団体及び関係機関に周知徹底を図るとともに、その取扱いに当たっては遺

漏なきようお願いいたします。 
 



＜別添＞ 

医科・歯科併設の医療機関の取扱いについて 

問１ 医科・歯科の２つの医療機関コードを持つ医療機関（医科・歯科併設医療機関）が、共通でネットワー
ク等の改修を行った場合は、医科と歯科の費用をどのように分けて請求したらよいでしょうか。 

（答） 医療機関における実情に応じて請求してください。 
別紙の様式に按分方法と按分額等がわかるようにして提出してください。請求にあたっては、実際に要し

たネットワーク等の費用合計額が、各々から請求のあった金額の合計と相違ないか確認させていただきます。 
 

 
・按分方法及び按分比率の例 
①  診療科数比率（医科（内科、外科）、歯科 ⇨ ２：１） 
② 延べ患者数比率（医科月間 1000 名、歯科月間 200 名 ⇨ ５：１） 
③ 顔認証付きカードリーダー比率（医科 3 台、歯科 1 台 ⇨ ３：１） 
④ 医科において全額負担（医科：歯科 ⇨ １０：０） 



 
別紙 

       西暦    年  月  日 

保険医療機関名称 

                                       

 

医科歯科併設医療機関における費用按分について 
 
 オンライン資格確認の導入に当たり、医科と歯科共通で             の
改修を行ったことから、次のとおり費用を按分して請求します。 
 
 

 

 

※１領収書内訳書内の該当する項目を記入してください 

※２領収書内訳書内の該当する項目の①補助対象金額を記入してください。 

※３「2．按分比率」に記載した比率に乗じ、算出した額を記入してください。 

 
 
 
 
 
 

1．按分方法  

2．按分比率(医科:歯科)  

3．対象項目※1  

4．対象項目に係る合計額 
(税込)※2 

 

5．按分(請求)金額(税込) 
※3 

医科  

歯科  



 
別紙 

       西暦２０２１年 ８月１日 

保険医療機関名称 

                     ○□総合病院        

 

医科歯科併設医療機関における費用按分について 
 
 オンライン資格確認の導入に当たり、医科と歯科共通で  ネットワーク     の
改修を行ったことから、次のとおり費用を按分して請求します。 
 
 

 

 

※１領収書内訳書内の該当する項目を記入してください 

※２領収書内訳書内の該当する項目の①補助対象金額を記入してください。 

※３「2．按分比率」に記載した比率に乗じ、算出した額を記入してください。 
 

1．按分方法 顔認証付きカードリーダー申込み比率 

2．按分比率(医科:歯科) ３：１ 

3．対象項目※1 ネットワークの設置等 

4．対象項目に係る合計額 
(税込)※2 

￥４４０，０００ 

5．按分(請求)金額(税込) 
※３ 

医科 ￥３３０，０００ 

歯科 ￥１１０，０００ 

記載例 


